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◆ 2024年度診療報酬改定
　　医療従事者の賃上げについて

◆ 急性期・回復期・慢性期入院医療
　　における主な改定内容
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図表１　ベースアップ評価料の算定額の配分パターン

賃上げに係る診療報酬の改定内容におい
ては、賞与や法定福利費等の事業主負担分
を含めた「給与総額」をもとにした点数設計
になっています。この報酬分を、ベースアッ
プ（基本給又は決まって毎月支払われる手
当の引上げ）に充てることになります。ま
た、ベースアップには、連動して引きあがる
賞与分や事業主負担の増額分も含まれます
が、業績に連動して引き上がる賞与につい
ては対象外となっています。

　医療機関等では、2024（令和 6）年度と
2025（令和7）年度の２年間の賃金引き上
げについて計画することとなります。
　そのなかでベースアップ評価料（改定率
＋ 0.61％分）については、対象職種の給与
総額の2.3％相当となるように設定されて
おり、2024年度と2025年度の２年とも同
じ点数設計です。この点数を算定した場合
の賃上げへの配分方法については、以下の
２つのパターンが考えられますが、いずれ
の場合も算定額を全て賃金の引き上げに充
てることが重要です。
　パターン１は、2024 年度にまとめて引
き上げを行う配分方法で、2023 年度の給

与総額が１億円の場合、2024 年度、2025
年度ともベースアップ原資は 230 万円と
なります（2年分で460万円）。
　パターン２は、２年間で段階的に引き上
げを行う配分方法で、2024 年度は 165 万
円、2025年度に295万円として、2年合計
で460万円の原資となります（図表１）。
　図表 2 は、政府目標を踏まえたモデル
ケースで、ベースアップ評価料以外も活用
して、政府目標である 2 年間 +3.5% のベー
スアップを行う場合が図示されています。

医療機関は、賃金引き上げの計画の作成
→労使交渉等→給与規程の改正等を3月中
に行い、その後、施設基準の届出及び期中の
区分変更の届出を行うとともに、賃上げ状
況の報告（2024年度・2025年度）を実施し
ていくこととなります。
　厚生労働省では、今般のベースアップ評
価料による算定見込みや医療従事者の賃上
げ見込みの試算を支援するため、Excel 版
の「ベースアップ評価料計算支援ツール」を
作成しています。これは『ベースアップ評価
料計算支援ツール』でネット検索するか、下
記のURLからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/
0000212500_00248.html
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2024年度診療報酬改定では、本体部分は+0.88%で、そのうち医療従事者のベア対
応が+0.61%となっています。診療報酬では「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ」や

「入院ベースアップ評価料」が新設されましたが、これらをはじめ賃上げ促進税制を活
用しながら、医療従事者の賃上げ対応の実現を目指すとしています。医療機関として、
従業員のベースアップをどう考えればよいか、厚生労働省の資料からその大枠を見て
いきましょう。

☞医療従事者の賃上げの概要

⇒ つづきは本誌をご覧ください 。

お試し無料購読キャンペーン実
施中！詳細はこちらをクリック

https://iryo-soken.co.jp/volante.html#anc1



